
大和市告示第７８号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第６条第１項の規定により、要措置区域を次のとお

り指定する。 

令和元年９月１９日 

                               大和市長 大 木  哲 

 

１ 指定する区域  

大和市中央林間西三丁目３８６０番１の一部（別図のとおり。） 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の基準に適合してい

ない特定有害物質の種類 

  テトラクロロエチレン 

  六価クロム化合物 

３ 講ずべき指示措置の内容 

  地下水の水質の測定 


